
船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月１３日 ０３時２５分ごろ 

発生場所 石川県輪島市舳
へ

倉
ぐら

島東方沖 

 舳倉島灯台から真方位０７７°９.４海里付近 

 （概位 北緯３７°５３.２′ 東経１３７°０６.７′） 

事故の概要  貨物船E
エ

L
ル

GA
ガ

は、南東進中、また、漁船漁
ぎょ

来
らい

丸は、はえ縄を投入しな

がら東北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年７月１４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ELGA（トーゴ共和国籍）、３,７４１トン 

９１５３７４５（ＩＭＯ番号）、FERANTO ASSETS CORP.（船舶

所有者）、NAVIS SHIPPING LLC（船舶管理会社） 

Ｂ 漁船 漁来丸、６.５４トン 

   ＩＫ２－４００２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４４－２２６７７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ロシア連邦籍）、免状不詳 

航海士Ａ（ロシア連邦籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂及び擦過傷、同外板の防舷材に一部欠落 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１１人（全員ロシア連邦籍）が乗

り組み、航海士Ａ及び乗組員１人が船橋当直につき、レーダーを作動

させ、舳倉島東方沖を約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で南東進していた。 

航海士Ａは、目視で周囲を確認し、右舷船首方に数隻の操業中の漁

船の灯火を見たものの、それら以外に他船を認めなかったので、他に

支障となる船はいないと思い、航行を続けていたところ、Ａ船の右舷

中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

航海士Ａは、本事故当時、右舷船首方にいた数隻の操業中の漁船の

灯火の中にＢ船の灯火が紛れて、接近するＢ船に気付かなかったと本

事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、漁場で約４kn の速力ではえ縄を

投入しながら東北東進していた。 



 船長Ｂは、左舷船首方に南東進中のＡ船を認めたものの、まだ距離

があるので、はえ縄の残り１０本を投入し終わってから避航すればよ

いと思い、同じ針路及び速力で操業を続けていたところ、左舷船首方

至近となったＡ船に気付き、機関を後進にしたものの、Ｂ船とＡ船と

が衝突した。 

分析  Ａ船は、南東進中、航海士Ａが、右舷船首方に数隻の操業中の漁船

の灯火を認めた際、目視のみで見張りを行っていたことから、他船の

灯火に紛れて接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、はえ縄を投入しながら東北東進中、船長Ｂが、左舷船首方

に南東進中のＡ船を認めた際、まだ距離があり、残りの１０本を投入

し終わってから避航すればよいと思い、同じ針路及び速力で操業を続

けたことから、左舷船首方から接近するＡ船に気付かず、左舷船首至

近となったＡ船に気付いて機関を後進としたものの、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が南東進中、Ｂ船が東北東進中、航海士Ａ

が、右舷船首方に数隻の操業中の漁船の灯火を認めた際、目視のみで

見張りを行っていたため、他船の灯火に紛れて接近するＢ船に気付か

ず、また、船長Ｂが、左舷船首方に南東進中のＡ船を認めた際、まだ

距離があり、残りの１０本を投入し終わってから避航すればよいと思

い、同じ針路及び速力で操業を続けたため、左舷船首方から接近する

Ａ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者等は、航行中、レーダーを適宜使用しながら目視によ

る見張りを励行し、常時、適切な見張りを行うこと。 

・操業中、接近する他船を認めた場合、適宜、同船の動静を監視す

るとともに周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


